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１ アドミッション・ポリシー 

社会事象とその諸問題に強い関心を持ち，社会の中で法曹として求められる役割を常に主体的に考え行動し，そ

のために必要な能力の研鑽に努めるとともに，本研究科の教育理念に共感する人を受け入れます。 

 

２ 専攻・募集人員 

本学法務研究科では，第２次の試験をＡ日程とＢ日程の 2 回行います。（志願者は，Ａ日程又はＢ日程のいず

れか，あるいは両方を受験することができます。） 

 

 

 

 

 

【備考】 一般入試と特別入試あわせて10名程度を募集します。なお，一般入試と特別入試の区分については，

4ページの『一般入試と特別入試の区分について』を参照してください。

 

３ 出願資格 

次の各号のいずれかに該当する者又は平成24年3月31日までに該当する見込みの者で，かつ，適性試験管理委

員会が実施する「2011年法科大学院全国統一適性試験」を受験したものとします。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において，学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育に

おける16年の課程を修了した者

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したと

されるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって，

文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程（修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）

(8) 学校教育法（昭和22年法律第 26号）第 102条第 2項の規定により大学院に入学した者であって，本学に

おいて認定試験を行い，本学大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

(9) 本研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，

22歳に達したもの

 

【注】① 上記の（3）（8）により出願を希望する方は，Ａ日程にあっては平成23年11月30日（水）までに，

Ｂ日程にあっては平成24年1月11日（水）までに，教育・学生支援部学務課へ問い合わせてください。 

② 上記の（9）については，短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校等の卒業者やその他の教育

施設等の修了者等で22歳に達したものが該当します。この資格により出願を希望する方は，個別の入学

資格審査を行いますので，教育・学生支援部学務課へ入学資格審査要項を請求し，必要な書類を取り揃

えて，Ａ日程にあっては平成23年12月7日（水）までに，Ｂ日程にあっては平成24年1月18日（水）

までに提出してください。 
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７ 資格・社会的 

活動等報告書 

記入要領に従い本研究科所定の各用紙に記入・記述してください。

（記載事項がない場合も必ず提出してください。）

８ 志望理由書 

 (1)，(2) 

記入要領に従い本研究科所定の各用紙に記入・記述してください。

（記載事項がない場合も必ず提出してください。）

９ 法科大学院全国

統一適性試験成績

証明カード 

適性試験管理委員会が実施した「2011年法科大学院全国統一適性試験」の成績

10 そ の 他 
法曹になるにあたり有益と思われる資格等（現行司法試験の択一試験結果を含む）があ

る場合は，その取得を証明する書類を提出してください。

11 あて名票 4枚すべてに志願者の郵便番号，住所及び氏名を楷書で正確に記入してください。

 

(4) 提 出 先

〒690-8504    松江市西川津町1060
島根大学教育・学生支援部学務課

電話 0852－32－6032

(5) 出願に関する注意事項 

① 出願書類等に不備がある場合は，受理しません。 

② 出願書類等は，いかなる理由があっても返還しません。 

③ 出願書類提出後は，記載事項を変更することはできません。 

④ 出願書類に虚偽の記載があった場合は，入学後であっても入学を取り消すことがあります。 

⑤ 出願書類のうち外国語で書かれた証明書，文書等がある場合は，その日本語訳を添付してください。 

 

５ 選考方法 

  小論文及び面接を課し，この成績と適性試験結果と出願書類の評価を総合して合格者を決定します。 

（1） 小論文

大学卒業程度の問題を2問出題し，読解力，分析力，論理展開能力，文章力及び表現力等をみるものです。

試験時間は150分間とし，答案は日本語で作成するものとします。

（2） 面接（個人面接）

人物，能力及び意欲等の観点から，法曹に従事する者としての適性をみるものです。

各志願者に対して3名の面接委員で20分間程度行います。（日本語で行うものとします。）

（3） 選考日程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 科目等 時 間 備 考

Ａ日程：平成24年1月22日（日）

Ｂ日程：平成24年2月19日（日）

小 論 文 9：00 ～ 11：30
受付時間：

8：30 ～ 8：50
面  接 12：30 ～

2

４ 出願手続 

(1) 出 願 方 法

志願者は，下記(3）の出願書類を取り揃えて提出してください。

なお，郵送する場合は「書留速達」郵便とし，封筒に「大学院法務研究科入学願書在中」と朱書きしてくださ

い。

(2) 出 願 期 間

(3) 出 願 書 類

出願書類等 摘                        要 

１ 入学志願票 
本研究科所定の用紙を使用し，写真1枚（出願前3ヶ月以内に撮影したもの。）を貼付し

てください。

２ 写 真 票 

（受験票を含む） 

本研究科所定の用紙を使用し，写真1枚（出願前3ヶ月以内に撮影したもの。）を貼付し

てください。

３ 卒業(見込) 

証明書 

最終出身（見込）大学長又は学部長が作成したもの。

なお，複数の学部卒業者又は大学院の修了者は，関連する全ての証明書を提出してくだ

さい。

又は学位授与 

証明書 

学位授与機構が発行したもの。なお，申請中の場合は学長・校長の学位授与申請(予定)
証明書

４  成績証明書 

最終出身（見込）大学長又は学部長が作成したもの。

なお，複数の学部卒業者又は大学院の修了者は，関連する全ての証明書を提出してくだ

さい。

５  入学検定料 

振込金証明書 

平成24年度島根大学「入学検定料」振込依頼書等用紙の所定欄に必要事項を記入し，銀

行・信用金庫・農協等の金融機関（ゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は，「通帳及び

印鑑」が必要です。現金による振り込みはできません。）で，取扱期間中（Ａ日程：平成

23年12月14日（水）～平成23年12月26日（月），Ｂ日程：平成24年1月25日（水）

～平成24年2月6日（月））の窓口取扱時間内（15時00分まで））に同用紙により入学検

定料 30,000 円を振り込んでください。〔ＡＴＭ（現金自動預払機）は使用しないでくださ

い〕振込手続後，窓口で返却された「Ⅲ票 振込金証明書（島根大学提出用）」を同封して

ください。 

なお，以下の場合を除き，納入された入学検定料は，いかなる理由があっても返還する

ことができません。 

① 出願書類等を提出したが，受理されなかった場合 

 （該当者に連絡しますので，所定の期日までに手続を行ってください。） 

② 入学検定料を振り込み後，島根大学に出願しなかった場合 

③ 入学検定料を誤って二重に振り込んだ場合 

上記②及び③については，本人の申し出により納入された入学検定料を返還することが

できますので，Ａ日程：1 月 6 日（金），Ｂ日程：2 月 10 日（金）までに財務部経理・調

達課出納担当（℡0852-32-6029）へ連絡してください。 

なお，返還の手続を行う際に「Ⅱ票 振込金受取書（志願者保管）」及び「Ⅲ票 振込金

証明書（島根大学提出用）」が必要となりますので，大切に保管しておいてください。この

用紙がないと振込事実の確認ができず，返還ができないことがあります。 

６  返信用封筒 
受験票等の送付用です。志願者の住所，氏名を記入し，90 円切手を貼付した長形 3 号

(12×23.5㎝)のものを提出してください。

試験日程 出 願 期 間

Ａ日程
平成23年 12月 19日（月）から平成 23年 12月26日（月）までの平日午前 9時から午後5
時までとします。（郵送の場合も，平成23年12月26日（月）午後5時必着とします。）

Ｂ日程
平成24年1月30日（月）から平成24年2月6日（月）までの平日午前9時から午後5時ま

でとします。（郵送の場合も，平成24年2月6日（月）午後5時必着とします。）
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６ 採点・評価基準 

小論文等 採 点 ・ 評 価 基 準

小 論 文

法律知識を問うものではありません。2問出題しますが，基本的に読解力，分析力，論理

展開能力，文章力及び表現力等を評価します。2問中1問は長文を出題し，読解力，分析力

を中心に評価します。他の1問は，具体的な問題事例に関する自己の見解について，論理展

開能力，文章力及び表現力等を中心に評価します。

面 接 人物，能力及び意欲等を評価します。

出願書類 学習意欲，適性等を評価します。

 

７ 合否判定基準 

小論文及び面接の成績，適性試験成績並びに出願書類の総合点の高い順に合格とします。同点の場合は，面接の

得点の高い者を上位とします。 

ただし，成績によっては，募集人員に満たない場合でも合格者とならない場合があります。 

 

８ 試 験 場 

≪松江会場≫のほかに，学外会場として，Ａ日程では≪東京会場≫，Ｂ日程では≪大阪会場≫を設置します。 

【注】① 学外会場での受験者数は20名までとします。 

② 学外会場での受験希望者が多数の場合には先着順とし，20 名を超えた志願者は≪松江会場≫で

の受験になります。 

③ 出願後の変更は認めません。 

≪松江会場≫ ［Ａ日程，Ｂ日程］

島根大学 松江キャンパス 法務研究科（松江市西川津町1060）
ＪＲ松江駅から大学・川津行きバスに乗車，「島根大学前」で下車（所要時間約20分）
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（4） 配 点 

 小論文 面接 適性試験結果 出願書類 配点合計 

配 点 A ２０ １０ ５０ ２０ １００ 

配 点 B ２０ １０ ４０ ３０ １００ 

【備考】 「配点A」は，主として一般入試による選考対象者に適用されるものであり，「配点B」は，学業

上及び職業上の実績，社会的活動経験等を重視する観点から，特別入試による選考対象者のみに

適用されるものです（下記参照）。 

 

（5） 一般入試と特別入試の区分について 

法律系学部・学科出身者は，下記の社会人※１又は国際的な活躍が期待できる者※２に該当する場合を除き，

一般入試による選考対象者となり，上記配点表の「配点Ａ」の合計得点により合否判定を行います。法律系

学部・学科以外の出身者，社会人※１及び国際的な活躍が期待できる者※２は，特別入試による選考対象者とな

り，上記配点表の「配点Ｂ」又は「配点Ａ」のいずれか高いほうの合計得点により合否判定を行います。 

 

※１ 「社会人」の定義は次の（1）又は（2）のとおりです。

(1) 大学の学部を最初に卒業した後，入学時において3年以上経ている者 

(2) 下記の出願資格に該当し大学卒業に準じる者で，入学時において3年以上経ている者

① 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

② 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

③ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における16年の課程を修了した者

④ 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

⑤ 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した

者

⑥ 文部科学大臣の指定した者

 

※２ 「国際的な活躍が期待できる者」の定義は（1）又は（2）のとおりです。

(1) 外国語能力に優れた者

① 英語では，TOEFL（TOEFL-ITP は不可）又は TOEIC（TOEIC-IP は不可）のどちらか一方

のスコア。但し，TOEFL（IBT）の場合80点以上，TOEFL（PBT）の場合550点以上，TOEIC
の場合730点以上であること。

② 中国語では，中国語検定試験2級・HSK6級以上であること。

(2) 外国での活動が評価できる者とは，海外での業務あるいはボランティア活動に継続して1年以上従

事した者を概ねの目安とする。
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９ 合格者の発表 

合格者には合格通知書を郵送します。 

なお，電話等による合否の照会には応じません。 

※情報提供の一環として，合格発表時刻以降に合格者の受験番号を本学ホームページに掲載します。

URL： http://www.shimane-u.ac.jp/nyushi/
 

10  受験上の留意事項 

(1) 受験者は，試験当日必ず受験票を持参してください。

(2) 本研究科の入試方法に関して照会する場合は，教育・学生支援部学務課 (Tel 0852-32-6032)に問い合わせてく

ださい。

(3) 本学には，自家用車用の駐車場はありませんので，公共交通機関をご利用ください。

 

11 入学手続 

(1)提出書類

入学届（本学所定の用紙）

(2)入学手続時に必要な経費

入学料  282,000円（予定額）

【注】入学手続時までに入学料の改定が行われた場合には，新入学料が適用されます。

(3)その他詳細については，合格者へ送付する「入学案内」をご覧ください。

12 授 業 料 

授業料は入学後にお支払いいただくことになります。 

(1)授業料の額 （前期分）402,000円  （後期分）402,000円  【年額】804,000円

【注】入学時及び在学中に授業料の改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されます。

(2)授業料の支払い方法

授業料の支払方法は，預貯金口座からの「口座振替」を原則としています。

 

13 障がい等のある入学志願者との事前相談 

本学に入学を志願する者で，障がい等（視覚障がい，聴覚障がい，肢体不自由，病弱等）があり受験上及び修学

上特別の配慮を必要とする場合は，次のとおり相談してください。 

(1) 事前相談の時期 Ａ日程：平成23年12月 7日（水）まで

Ｂ日程：平成24年 1月18日（水）まで

(2) 事前相談の方法 本学所定の用紙に医師の診断書又は身体障害者手帳の写を添付し提出してく

ださい。（本学所定の用紙は，請求により送付します。）

試験日程 合 格 発 表 日 時 

Ａ日程 平成24年2月 1日（水） 午前11時 

Ｂ日程 平成24年2月29日（水） 午前11時 

試験日程 入学手続期間 備  考 

Ａ日程 平成24年2月6日（月）～2月10日（金） 
左記の，午前9時から午後5時の間に来

学するか，又は郵送により入学手続を行っ

てください。なお，郵送の場合も左記期限

内午後5時必着とします。 
Ｂ日程 平成24年3月5日（月）～3月 9日（金）

6

≪東京会場≫ ［Ａ日程のみ］ 

島根イン青山  東京都港区南青山7-1-5  電話 03-3797-3399
JR渋谷駅東口から徒歩約15分

場所の詳細は，こちらで確認できます。http://www.shimane-inn.com/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪大阪会場≫ ［Ｂ日程のみ］ 

新大阪丸ビル  大阪市東淀川区東中島1-18-5  電話 06-6321-1516
新大阪駅東口よりおよそ150ｍ
場所の詳細は，こちらで確認できます。

http://www.japan-life.co.jp/jp/conference/shinosaka_map.pdf
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上特別の配慮を必要とする場合は，次のとおり相談してください。 

(1) 事前相談の時期 Ａ日程：平成23年12月 7日（水）まで

Ｂ日程：平成24年 1月18日（水）まで

(2) 事前相談の方法 本学所定の用紙に医師の診断書又は身体障害者手帳の写を添付し提出してく

ださい。（本学所定の用紙は，請求により送付します。）

試験日程 合 格 発 表 日 時 

Ａ日程 平成24年2月 1日（水） 午前11時 

Ｂ日程 平成24年2月29日（水） 午前11時 

試験日程 入学手続期間 備  考 

Ａ日程 平成24年2月6日（月）～2月10日（金） 
左記の，午前9時から午後5時の間に来

学するか，又は郵送により入学手続を行っ

てください。なお，郵送の場合も左記期限

内午後5時必着とします。 
Ｂ日程 平成24年3月5日（月）～3月 9日（金）

6

≪東京会場≫ ［Ａ日程のみ］ 

島根イン青山  東京都港区南青山7-1-5  電話 03-3797-3399
JR渋谷駅東口から徒歩約15分

場所の詳細は，こちらで確認できます。http://www.shimane-inn.com/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪大阪会場≫ ［Ｂ日程のみ］ 

新大阪丸ビル  大阪市東淀川区東中島1-18-5  電話 06-6321-1516
新大阪駅東口よりおよそ150ｍ
場所の詳細は，こちらで確認できます。

http://www.japan-life.co.jp/jp/conference/shinosaka_map.pdf
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(5) 授業料奨学融資制度

学生が，本学の提携銀行である山陰合同銀行から，当該期の授業料相当額の融資を受け（本学及び銀行の審査

があります），修了後返済する制度で，授業料の支払いに困っている学生への支援の一つとして設けたものです。

制度の概要は次のとおりです。

① 在学中は，本学が奨学援助金として利息を負担し，銀行へ支払います。

② 授業料免除申請をしている方は本制度の申請はできません。免除申請の結果が半額免除又は不許可になっ

た場合に申請できます。

③ 申請の時期は，前期については，7月上旬を予定しています。後期については，12月上旬を予定していま

す。

④ 日本学生支援機構等の奨学金利用者も申請できます。

⑤ 学生が山陰合同銀行と融資契約を締結します。

(6) 奨学金制度

毎年多くの学生が，日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けています。

(7) 学生教育研究災害傷害保険(学研災)
この保険は，学生の正課中，学校行事中，課外活動中及び学校施設内における不慮の事故によって，身体に傷

害を被った場合の保証制度で，全国的な学生の互助共済制度として発足したものです。

本研究科にあっては，学研災及び法科大学院生教育研究賠償責任保険(略称：法科賠：Lコース)に「全員加入」

することとしていますので，入学者全員が保険料を3月末までに支払う必要があります。 

○ 補償内容(法科賠の概要) …名誉毀損，プライバシー侵害等によって法律上の損害賠償責任（人格権侵害）

を負ったとき，院生の経済的負担を軽減するもの

対人賠償と対物賠償合わせて  1事故につき1億円限度(免責金額0円) 
人格権侵害補償        1年あたり1事故1,000万円限度(免責金額0円)

○ 保険料分担金 

学生教育研究災害

傷害保険(学研災)
学研災付帯賠償

責任保険(法科賠) 保険料合計

3年間 2,600円 6,900円 9,500円

※ 学研災の分担金には，通学中等傷害危険担保特約保険料を含みます。 

 

(8) そ の 他 

「学生支援制度」に関する詳細について，前記（1）については，法務研究科法科大学院係（Tel0852-32-9835），
（2）から（6）については教育・学生支援部学生支援課奨学支援グループ（Tel 0852-32-6063），（7）について

は教育・学生支援部学生支援課学生支援グループ（Tel 0852-32-6062）まで問い合わせてください。

 

15 個人情報の取扱い 

入学志願者・受験者の個人情報については，次のとおり取り扱います。 

 

出願書類等に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別その他の個人情報等）は，入試及び合格通知並びに入

学手続きを行うために利用します。 

また同個人情報は，合格者の入学後の教務関係（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理，奨学金申請等），

授業料等に関する業務及び調査・研究（入試の改善や志望動向の調査・分析等）を行う目的をもって本学が管理し

ます。他の目的での利用及び本学の関係教職員以外への提供は行いません。 

島根大学における個人情報の取扱いについては下記のとおりです。
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(3) 連絡先及び書類提出先  〒690-8504
松江市西川津町1060
島根大学教育・学生支援部学務課

電話（0852）32－6032
【注】① 事前相談の内容によっては，対応に時間を要する場合がありますので，できるだけ早い時期に相談

してください。 

② 本学が必要と認めた場合は，本学において志願者又はその立場を代弁し得る者との面談を行います。 

 

14 学生支援制度 

(1) 成績優秀者入学料・授業料特別免除制度

本制度は，山陰（島根県，鳥取県）で法曹，とりわけ弁護士の定着を図ることと，山陰出身者の県外流出学生

等を呼び戻すこと，さらには成績優秀な者を受け入れること等により，地域性・国際性豊かな法曹教育の充実を

図ることを目的として，本人の申請に基づき，入試成績及び別途実施する特別枠面接の結果を総合して，入学料

及び授業料を免除します。なお，この制度を希望する方への意思確認方法については，出願後の受験票を送付す

る際にお知らせします。

①対象人員

入学者中 5名

内訳 山陰地域枠：3名 （島根県・鳥取県いずれかの高校卒業，大学卒業又は大学院を修了した者の中

から成績優秀な者）

一 般 枠：2名 （地域にとらわれず成績優秀な者）

②選考方法

入試成績（総合点）及び別途実施する特別枠面接試験の結果を総合して決定します。

③免除期間

入学時から3年間

継続要件は，原則として，2年次については1年次の成績がGPA2.0以上，3年次については2年次の成績

がＧＰＡ2.0以上の者

（GPAとは科目平均評価点をいい，GPA2.0は，成績評価Bで70～74点の範囲をいう。）

 

(2) 入学料免除制度

次のいずれかに該当する方については，選考のうえ，入学料の全額又は半額を免除することがあります。

① 経済的理由により支払期限までに入学料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる方

② 入学前 1年以内において，入学する方の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という。)が死

亡し，又は入学する方若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合等により入学料の支払いが著しく困

難であると認められる方

(3) 入学料徴収猶予制度

次のいずれかに該当する方については，選考のうえ，入学料の徴収を猶予することがあります。

① 経済的理由により支払期限までに入学料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる方

② 入学前1年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学する方若しくは学資負担者が風水害等の災害を受

けた場合等により，支払期限までに入学料の支払いが困難であると認められる方

(4) 授業料免除制度

次のいずれかに該当する方については，選考のうえ，授業料の全額又は半額を免除することがあります。

① 経済的理由により授業料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる方

② 入学前1年以内において，学資負担者が死亡し，又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場

合等により，授業料の支払いが著しく困難であると認められる方
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(5) 授業料奨学融資制度

学生が，本学の提携銀行である山陰合同銀行から，当該期の授業料相当額の融資を受け（本学及び銀行の審査

があります），修了後返済する制度で，授業料の支払いに困っている学生への支援の一つとして設けたものです。

制度の概要は次のとおりです。

① 在学中は，本学が奨学援助金として利息を負担し，銀行へ支払います。

② 授業料免除申請をしている方は本制度の申請はできません。免除申請の結果が半額免除又は不許可になっ

た場合に申請できます。

③ 申請の時期は，前期については，7月上旬を予定しています。後期については，12月上旬を予定していま

す。

④ 日本学生支援機構等の奨学金利用者も申請できます。

⑤ 学生が山陰合同銀行と融資契約を締結します。

(6) 奨学金制度

毎年多くの学生が，日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けています。

(7) 学生教育研究災害傷害保険(学研災)
この保険は，学生の正課中，学校行事中，課外活動中及び学校施設内における不慮の事故によって，身体に傷

害を被った場合の保証制度で，全国的な学生の互助共済制度として発足したものです。

本研究科にあっては，学研災及び法科大学院生教育研究賠償責任保険(略称：法科賠：Lコース)に「全員加入」

することとしていますので，入学者全員が保険料を3月末までに支払う必要があります。 

○ 補償内容(法科賠の概要) …名誉毀損，プライバシー侵害等によって法律上の損害賠償責任（人格権侵害）

を負ったとき，院生の経済的負担を軽減するもの

対人賠償と対物賠償合わせて  1事故につき1億円限度(免責金額0円) 
人格権侵害補償        1年あたり1事故1,000万円限度(免責金額0円)

○ 保険料分担金 

学生教育研究災害

傷害保険(学研災)
学研災付帯賠償

責任保険(法科賠) 保険料合計

3年間 2,600円 6,900円 9,500円

※ 学研災の分担金には，通学中等傷害危険担保特約保険料を含みます。 

 

(8) そ の 他 

「学生支援制度」に関する詳細について，前記（1）については，法務研究科法科大学院係（Tel0852-32-9835），
（2）から（6）については教育・学生支援部学生支援課奨学支援グループ（Tel 0852-32-6063），（7）について

は教育・学生支援部学生支援課学生支援グループ（Tel 0852-32-6062）まで問い合わせてください。

 

15 個人情報の取扱い 

入学志願者・受験者の個人情報については，次のとおり取り扱います。 

 

出願書類等に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別その他の個人情報等）は，入試及び合格通知並びに入

学手続きを行うために利用します。 

また同個人情報は，合格者の入学後の教務関係（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理，奨学金申請等），

授業料等に関する業務及び調査・研究（入試の改善や志望動向の調査・分析等）を行う目的をもって本学が管理し

ます。他の目的での利用及び本学の関係教職員以外への提供は行いません。 

島根大学における個人情報の取扱いについては下記のとおりです。
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(3) 連絡先及び書類提出先  〒690-8504
松江市西川津町1060
島根大学教育・学生支援部学務課

電話（0852）32－6032
【注】① 事前相談の内容によっては，対応に時間を要する場合がありますので，できるだけ早い時期に相談

してください。 

② 本学が必要と認めた場合は，本学において志願者又はその立場を代弁し得る者との面談を行います。 

 

14 学生支援制度 

(1) 成績優秀者入学料・授業料特別免除制度

本制度は，山陰（島根県，鳥取県）で法曹，とりわけ弁護士の定着を図ることと，山陰出身者の県外流出学生

等を呼び戻すこと，さらには成績優秀な者を受け入れること等により，地域性・国際性豊かな法曹教育の充実を

図ることを目的として，本人の申請に基づき，入試成績及び別途実施する特別枠面接の結果を総合して，入学料

及び授業料を免除します。なお，この制度を希望する方への意思確認方法については，出願後の受験票を送付す

る際にお知らせします。

①対象人員

入学者中 5名

内訳 山陰地域枠：3名 （島根県・鳥取県いずれかの高校卒業，大学卒業又は大学院を修了した者の中

から成績優秀な者）

一 般 枠：2名 （地域にとらわれず成績優秀な者）

②選考方法

入試成績（総合点）及び別途実施する特別枠面接試験の結果を総合して決定します。

③免除期間

入学時から3年間

継続要件は，原則として，2年次については1年次の成績がGPA2.0以上，3年次については2年次の成績

がＧＰＡ2.0以上の者

（GPAとは科目平均評価点をいい，GPA2.0は，成績評価Bで70～74点の範囲をいう。）

 

(2) 入学料免除制度

次のいずれかに該当する方については，選考のうえ，入学料の全額又は半額を免除することがあります。

① 経済的理由により支払期限までに入学料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる方

② 入学前 1年以内において，入学する方の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という。)が死

亡し，又は入学する方若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合等により入学料の支払いが著しく困

難であると認められる方

(3) 入学料徴収猶予制度

次のいずれかに該当する方については，選考のうえ，入学料の徴収を猶予することがあります。

① 経済的理由により支払期限までに入学料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる方

② 入学前1年以内において，学資負担者が死亡し，又は入学する方若しくは学資負担者が風水害等の災害を受

けた場合等により，支払期限までに入学料の支払いが困難であると認められる方

(4) 授業料免除制度

次のいずれかに該当する方については，選考のうえ，授業料の全額又は半額を免除することがあります。

① 経済的理由により授業料の支払いが困難であり，かつ，学業優秀と認められる方

② 入学前1年以内において，学資負担者が死亡し，又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場

合等により，授業料の支払いが著しく困難であると認められる方
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個人情報保護ポリシー

島根大学は，個人情報の重要性を認識し，個人情報の不正使用や漏えい等を防ぎ，適正に取り扱うため，法令その

他の規程に基づき，安全管理体制を整備するとともに，職員の個人情報保護への意識向上に努めます。

島根大学は，次のとおり個人情報保護への取り組みを継続的に実施していきます。

１.個人情報の収集について

 個人情報を収集する場合は，利用目的を明示したうえで行います。

2.個人情報の利用及び提供について

個人情報は，利用目的の達成に必要な範囲内で利用し，第三者に提供することはありません。

なお，法律に基づく場合や本人から事前に同意を得ている場合は，第三者に提供することがあります。

3.個人情報保護のための安全対策について

個人情報への不正アクセス，紛失，破壊，改ざん並びに漏えい等を未然に防ぐための安全対策に努めます。

4.個人情報の管理体制について

個人情報を適切に管理するため，総括保護責任者，部局保護責任者，保護管理者，保護担当者による管理体制を整

備しています。

5.個人情報の開示等及び相談窓口について

本学が保有している個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」により開示

等の請求を行うことができます。

なお，開示等の請求及び苦情相談等については，下記の窓口にお願いいたします。

島根大学総務部総務課

電 話   (0852)32-9755
電子メール jsy-bunsyo@jn.shimane-u.ac.jp

※個人情報とは

生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その他の記述により特定の個人を識

別できるもの（他の情報と照合することができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）をいいます。

 

 

16 履修免除試験について 

本研究科では，いわゆる既修者コースは設けておりませんが，入学手続後実施する履修免除試験の結果により

２年間での修業も可能になります。

ただし，第２次募集の入学者には履修免除試験を実施しません。 

 

17 ホームページによる情報提供について 

本研究科に関する情報は，島根大学法務研究科ホームページから入手できます。 

 

  島根大学法務研究科ホームページ  URL http://www.lawschool.shimane-u.ac.jp/   

 


